
ご
存
じ
で
す
か
、福
祉
の
手
当

ご
存
じ
で
す
か
、福
祉
の
手
当
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ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
等

助
成
制
度
を
利
用
さ
れ
て
い
る

方
の
助
成
期
間
の
有
効
期
限
は

７
月
31
日
ま
で
で
す
。

　
引
き
続
き
、
こ
の
助
成
制
度

の
利
用
を
希
望
さ
れ
る
方
は
届

け
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で

期
間
内
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
届
け
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、

８
月
分
か
ら
の
助
成
制
度
を
利

用
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　
な
お
、
こ
の
助
成
制
度
を
利

用
さ
れ
て
い
る
方
に
は
、
届
出

用
紙
を
郵
送
し
ま
す
が
、
届
か

な
い
場
合
は
市
役
所
児
童
家
庭

課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

提
出
期
間

　
８
月
１
日
〜
31
日

　
（
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
）

提
出
場
所

　
市
役
所
児
童
家
庭
課

お
持
ち
い
た
だ
く
も
の

・
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
等 

　
助
成
資
格
調
書

・
健
康
保
険
証
の
写
し

・
印
鑑

※
こ
の
ほ
か
の
書
類
が
必
要
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
市
役
所
児
童
家

庭
課
☎
４
４
３
│
１
６
９
３
へ
。

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
等

助
成
制
度
の
届
け
出
は
毎
年
必
要
で
す

　
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
さ
れ

て
い
る
方
は
、
児
童
扶
養
手
当

現
況
届
を
提
出
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　
提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
８

月
分
以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ

な
く
な
り
ま
す
の
で
期
間
内
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
受
給
さ
れ
て
い
る
方

に
は
８
月
１
日
ま
で
に
届
出
用

紙
を
郵
送
し
ま
す
が
、
届
か
な

い
場
合
は
市
役
所
児
童
家
庭
課

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

提
出
期
間

　
８
月
１
日
〜
31
日

　
（
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
）

提
出
場
所

　
市
役
所
児
童
家
庭
課

お
持
ち
い
た
だ
く
も
の

・
児
童
扶
養
手
当
現
況
届

・
児
童
扶
養
手
当
証
書

・
生
計
維
持
方
法
確
認
調
書

・
養
育
費
等
に
関
す
る
申
告
書

※
こ
の
ほ
か
、
受
給
者
ま
た
は

扶
養
義
務
者
の
方
が
、
平
成
25

年
１
月
２
日
以
降
に
転
入
さ
れ

た
場
合
は
、
前
住
所
地
の
市
区

町
村
で
発
行
す
る
「
平
成
25
年

度
児
童
扶
養
手
当
用
所
得
証
明

書
」
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
市
役
所
児
童
家

庭
課
☎
４
４
３
│
１
６
９
３
へ
。

児
童
扶
養
手
当
現
況
届
は
お
早
め
に

○
特
別
障
害
者
手
当

　
知
的
・
精
神
ま
た
は
身
体
に
、

　
著
し
く
重
度
の
重
複
障
害
が

　
あ
る
た
め
に
、
日
常
生
活
に

　
お
い
て
常
時
特
別
な
介
護
を

　
必
要
と
す
る
20
歳
以
上
の
在

　
宅
障
害
者
の
方
に
支
給
し
て

　
い
ま
す
。

○
障
害
児
福
祉
手
当

　
知
的
・
精
神
ま
た
は
身
体
に
、

　
重
度
の
障
害
が
あ
る
た
め
に
、

　
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
特

　
別
な
介
護
を
必
要
と
す
る
20

　
歳
未
満
の
在
宅
障
害
児
の
方

　
に
支
給
し
て
い
ま
す
。
　

○
特
別
児
童
扶
養
手
当

　
知
的
・
精
神
ま
た
は
身
体
に
、

　
重
度
あ
る
い
は
中
度
の
障
害

　
が
あ
る
20
歳
未
満
の
在
宅
障

　
害
児
の
保
護
者
の
方
に
支
給

　
し
て
い
ま
す
。

○
ね
た
き
り
身
体
障
害
者
福
祉

　
手
当

　
６
カ
月
以
上
ね
た
き
り
で
、

　
日
常
生
活
の
ほ
と
ん
ど
に
介

　
護
を
要
す
る
20
歳
以
上
65
歳

　
未
満
の
在
宅
障
害
者
の
方
、

　
ま
た
は
そ
の
方
と
同
居
し
介

　
護
し
て
い
る
家
族
の
方
に
支

　
給
し
て
い
ま
す
。

○
在
宅
重
度
知
的
障
害
者
福
祉

　
手
当

　
最
重
度
・
重
度
の
療
育
手
帳

　
の
交
付
を
受
け
て
い
る
20
歳

　
以
上
の
在
宅
障
害
者
の
方
、

　
ま
た
は
そ
の
方
と
同
居
し
介

　
護
し
て
い
る
家
族
の
方
に
支

　
給
し
て
い
ま
す
。

※
そ
れ
ぞ
れ
の
手
当
ご
と
に
認

定
要
件
お
よ
び
所
得
制
限
が
あ

り
ま
す
。

現
況
届
の
提
出
に
つ
い
て

　
現
在
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い

る
方
は
、
現
況
届
を
提
出
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
必
要
書
類
な
ど
は
８
月
初
旬

に
郵
送
し
ま
す
の
で
期
間
内
に

必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

○
届
出
期
間

　
８
月
12
日
〜
９
月
10
日

○
提
出
場
所

　
市
役
所
障
が
い
福
祉
課

　
詳
し
く
は
市
役
所
障
が
い
福

祉
課
☎
４
４
３
│
１
６
４
９
へ
。

ご
存
じ
で
す
か
、
福
祉
の
手
当

　
お
む
つ
の
給
付
を
希
望
す
る

方
は
、
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
者

・
介
護
保
険
の
要
介
護
４
、
要

　
介
護
５
の
認
定
を
受
け
た
方

・
認
知
症
の
方
で
排
泄
行
為
の

　
全
て
に
介
助
が
必
要
な
方

給
付
内
容

　
市
指
定
の
カ
タ
ロ
グ
か
ら
選

  

ん
だ
も
の
月
額
６
０
０
０
円

  

分
（
毎
月
、
自
宅
に
指
定
業

  

者
が
配
達
し
ま
す
。
）

　
詳
し
く
は
市
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
☎
４
４
３
│
１
２
０

７
へ
。

在
宅
で
常
時
お
む
つ
を
使
用
し
て
い
る

満
65
歳
以
上
の
方
に
、
お
む
つ
を
給
付
し
ま
す

　
皆
さ
ん
は
、
自
治
会
（
区
）

に
加
入
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

　
自
治
会
（
区
）
と
は
、
同
じ

地
域
に
住
む
皆
さ
ん
が
協
力
し

て
、
そ
の
地
域
の
課
題
を
解
決

し
た
り
、
地
域
の
皆
さ
ん
相
互

の
親
睦
を
図
っ
た
り
と
、
よ
り

良
い
地
域
社
会
を
つ
く
る
た
め

に
組
織
さ
れ
た
任
意
の
団
体
で

す
。
一
昨
年
３
月
11
日
に
発
生

し
た
東
日
本
大
震
災
を
機
に
、

改
め
て
自
治
会
（
区
）
の
役
割

や
意
義
が
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
八
街
市
に
は
、
多
く
の
自
治

会
（
区
）
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

が
親
睦
、
美
化
運
動
、
防
犯
、

防
災
な
ど
の
活
動
に
積
極
的
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
縁
あ
っ
て
同
じ
地
域
に
住
む

こ
と
と
な
っ
た
人
た
ち
と
親
睦

を
図
り
、
活
動
を
と
も
に
す
る

こ
と
は
、
毎
日
の
暮
ら
し
に
潤

い
を
与
え
、
い
ざ
と
い
う
と
き

の
大
き
な
支
え
と
な
る
こ
と
で

し
ょ
う
。

　
自
治
会
（
区
）
へ
の
加
入
を

希
望
さ
れ
る
方
は
、
お
住
ま
い

の
地
域
の
自
治
会
（
区
）
の
役

員
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
相
談
先
が
ご
不
明
の

場
合
は
、
市
役
所
総
務
課
☎
４

４
３
│
１
１
１
３
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

〜
支
え
あ
い
　
寄
り
添
い
〜

自
治
会
（
区
）
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

８
月
の
移
動
交
番
情
報

※
諸
事
情
に
よ
り
開
設
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
八
街
幹
部
交
番
☎
４
４
３
│
１
１
１
０
へ
。

開
設
日
時

１
日
㈭

３
日
㈯

午
後
２
時
〜
３
時
30
分

午
後
５
時
〜
９
時

午
前
10
時
〜
11
時
30
分

ス
リ
ー
エ
フ
八
街
富
山
店

イ
オ
ン
八
街
店

13
日
㈫
・
27
日
㈫

イ
オ
ン
八
街
店

14
日
㈬

文
違
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

午
後
２
時
〜
３
時
30
分

14
日
㈬
・
21
日
㈬

カ
ス
ミ
朝
日
店

開
設
場
所

１
日
㈭

住
野
老
人
憩
い
の
家

午
前
10
時
〜
11
時
30
分

午
前
10
時
〜
11
時

午
後
２
時
〜
３
時
30
分

22
日
㈭

富
山
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

午
後
２
時
〜
３
時
30
分

15
日
㈭

ラ
ン
ド
ロ
ー
ム
東
吉
田
店

午
後
２
時
〜
３
時
30
分

６
日
㈫
・
20
日
㈫

コ
メ
リ
八
街
中
央
店

30
日
㈮

八
街
駅
南
口

午
前
10
時
〜
11
時
30
分




